
① 単独団体で行う事業「単独事業」 
★ＤＶ被害者支援施設の安全対策、設備等の充実に関する事業 

（例）監視カメラ・補助錠・警報装置の設置、防災用品の購入  

入所者のための生活用品の購入 

★ＤＶ対策の推進に寄与する実践的・普及啓発活動等 

（例）相談員やボランティアの養成研修等の人材育成事業やマニュアルの作成 

シンポジウムの開催、啓発ツールの作成、ＤＶ被害者への精神的ケアや自立支援 

単独事業については、２事業まで申請することが可能です。詳細は裏面をご覧ください。 

 

② 複数団体で行う事業「連携事業」 
★連携によりＤＶ被害者のニーズに応じたきめ細やかな支援が可能になる 

被害者支援事業 

（例） 

・シェルター運営団体、自立支援講座実施団体、自助グループ実施団体の 

３団体が連携することにより被害者の自立に向けた支援を提供する。 

・複数の同行支援実施団体が連携することにより、相互の支援者を融通し、 

これまで以上に被害者のニーズに対応した同行支援を実施する。 

  ※連携団体間の各種調整を担う「代表団体」に、コーディネーター１名を置くこと。 

  ※支援者研修及び普及啓発講座は対象となりません。 

 

 
 

  
 
 

 

●●自主活動・施設の安全対策等への助成（助成金交付事業）●● 
民間団体が行うＤＶ被害者支援、ＤＶ対策等に係る活動を支援するため、 

経費の１／２を上限に助成します。 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●アドバイザーの派遣●● 
ＤＶ防止や被害者支援等を行っている民間団体・グループに対し、 

専門的な知識や経験を有するアドバイザーを派遣します。 

 

 

 

 

 

 

募 集 

子育て支援現場や医療関係者、 

自主グループでの勉強会に…… 

「ＤＶの基礎知識」、「ＤＶに気付く」、 

「ＤＶの子供への影響」、「デートＤＶ」、 

｢被害者支援に関する関係機関との連携｣等 

 

ＤＶ被害者支援を行うグループや 

施設内での研修で…… 

「相談員への助言や指導（スーパーバイズ）」、 

「弁護士によるＤＶ関連法の勉強会」、 

「団体運営についての助言」等 

 



 

書類提出先 

及び 

お問合せ先 

 

助成金交付事業の助成金額について   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆注意事項  

①＜単独事業＞ 

同一年度内において、１申請者につき２事業まで、優先順位を付した上で申請することができます。 

ただし、同行支援事業については、１申請者につき１事業の申請に限ります。 

※各申請者の優先順位１番目の事業に係る交付申請額の合計が予算の範囲内に収まる場合、優先順位２番目の

事業について審査します。 

※２事業申請する場合の助成金額の上限は、２事業合わせて 100万円となります。 
 

   ＜連携事業＞ 

   同一年度内において、１申請者につき１事業に限ります。 

ただし、代表団体以外の連携団体は別事業について申請することができます。 

②助成金は予算の範囲内で交付されますので、対象となっても希望された交付申請額を下回ることがあります。 

③助成金交付決定後、希望する団体に対し、交付決定額の５割を限度額として助成金の概算払を行います。 

④事業の経費支払が全て終了した後、実績及び証拠書類（領収証等）を確認した上で交付金額を確定し、 

助成金を交付します。 

 

アドバイザー派遣の経費について   

派遣するアドバイザーへの謝金を東京都が負担します。金額は、アドバイザーの職種・派遣時間に応じ、東京都の支

払基準に基づくものとなります。 

その他の経費（会場費、消耗品費等）は、申請者の負担となります。 

◆注意事項 

①アドバイザーは、1事業につき３回かつ６時間を限度に派遣することができます。 

  ※申請状況によっては、派遣回数や時間数を調整させていただく場合があります。 

②アドバイザーの推薦は、申請者の希望に基づき、東京ウィメンズプラザで行います。アドバイザー決定後は、 

具体的な講義内容や日時等に関する打合せを、申請者とアドバイザーとで直接行っていただきます。 

 
 

詳細については『募集案内』をご覧ください。 

『募集案内』及び申請書等は、下記ウェブサイトからダウンロードできます。 

https://〇〇〇〇（東京ウィメンズプラザHP内の助成事業ページのURL） 
 

募集締切：令和６年４月 30 日（火）必着 
 

 

東京ウィメンズプラザ  事業推進担当 配偶者暴力防止等民間活動助成事業担当 

                   所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前五丁目５３番６７号 

                    

 

 

審査の上、派遣対象事業を選定します。 

助成事業審査委員会で審査の上、助成事業を選定し 
助成金額を決定します。 

単独事業       事業に係る経費の１/２以内 限度額１００万円  

            （被害者への同行支援については、限度額１５０万円） 

連携事業      a. コーディネーター人件費その他の連携に係る経費の１/２以内 限度額１００万円 

b. 事業実施に係る経費の１/２以内 限度額１００万円 

            （被害者への同行支援については、限度額１５０万円） 

 

 

a,bは併せて申請が可能です。 

★ 個別相談については、原則電話やオンラインにて行います。実施方法や日時等を調整いたしますの

で、ご希望の場合は、下記連絡先までご連絡ください。 

事業企画内容、申請方法等についてのご質問を個別に承ります。 
※個別相談は申請の必須要件ではありませんが、新規で申請を検討されている場合は是非ともご相談ください。 

 

QR コード 

東京ウィメンズプラザ事業推進担当 配偶者暴力防止等民間活動助成事業担当 

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前五丁目５３番６７号 

電 話：０３－５４６７－１９８０ E-mail：S1121208@section.metro.tokyo.jp 


